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2議会だより【令和８年５月】

議案等別表決一覧表

令和８年２月臨時会（会期：令和８年２月４日）
○：賛成、×：反対、－：退席、欠：欠席　　 

（※：議長は採決に加わっていません）
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裕議案番号 件　　　名（摘　要）　 審議結果

報告第１号 専決処分の報告について（八幡浜市八代地区内において発生し
た水道事故に係る損害賠償の額の決定について） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※

○ ○ ○ ○ ○ 原案承認

報告第２号 専決処分の報告について（令和７年度八幡浜市一般会計補正予
算（第５号）） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案承認

報告第３号 専決処分の報告について（令和７年度八幡浜市一般会計補正予
算（第６号）） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案承認

議案第１号 令和７年度八幡浜市一般会計補正予算（第７号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

令和８年３月定例会（会期：令和８年２月24日～３月19日）

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※

○ ○ ○ ○ ○ 異議のない
旨 答 申

議案第２号 八幡浜市過疎地域持続的発展計画の策定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第３号 行政組織機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議案第４号 八幡浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定
について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議案第５号 八幡浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の
制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議案第６号 八幡浜市都市計画税条例を廃止する条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第７号 八幡浜市コスモス共同作業所条例を廃止する条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議案第８号 八幡浜市楠町物流倉庫の管理及び利用に関する条例の一部を改
正する条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議案第９号 道路法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係条例の整
理に関する条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議案第10号 八幡浜市通学費補助金交付条例の一部を改正する条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第11号 八幡浜市立公民館条例の一部を改正する条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議案第12号 八幡浜市立学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例の制
定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議案第13号 八幡浜市社会体育施設条例の一部を改正する条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第14号 令和７年度八幡浜市一般会計補正予算（第８号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第15号 令和７年度八幡浜市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第16号 令和７年度八幡浜市介護保険特別会計補正予算（第３号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第17号 令和７年度八幡浜市駐車場事業特別会計補正予算（第２号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議案第18号 令和７年度八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計補正予算
（第２号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議案第19号 令和７年度八幡浜市下水道事業会計補正予算（第４号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第20号 令和８年度八幡浜市一般会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第21号 令和８年度八幡浜市国民健康保険事業特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第22号 令和８年度八幡浜市後期高齢者医療特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第23号 令和８年度八幡浜市介護保険特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第24号 令和８年度八幡浜市介護サービス事業特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第25号 令和８年度八幡浜市日土財産区特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第26号 令和８年度八幡浜市駐車場事業特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第27号 令和８年度八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第28号 令和８年度八幡浜市港湾整備事業特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第29号 令和８年度八幡浜市下水道事業会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第30号 令和８年度八幡浜市水道事業会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第31号 令和８年度八幡浜市簡易水道事業会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第32号 令和８年度市立八幡浜総合病院事業会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
同 意 案
第 １ 号 教育委員会教育長の任命について 無記名投票 無記名投票 原案同意

（賛成11、反対３）



3 議会だより【令和８年５月】

人が市政をただす！６
　３月定例会では６人の議員が一般質問に立ち、市長はじめ関係理事者の
考えをただしました。掲載は質問順で、質問及び理事者答弁は質問者本人
が要約したものです。
　なお、一般質問の詳細につきましては、会議録に掲載しています。

＊会議録は、市議会ホームページ（https://www.city.yawatahama.ehime.jp/category/gikai）
　議会事務局、市立図書館でご覧になることができます。

質　問　者 質　　問　　項　　目 ページ

西 山 一 規 1	 市役所業務への生成ＡＩ活用について ４

遠 藤 　 綾

1	 市長の政治姿勢について

2	 再エネ発電事業と地域との共生について

3	 学校給食について

５

佐々木加代子
1	 令和８年度予算の事業について

2	 災害時におけるトイレ環境の整備について
６

鎌 田 　 浩

1	 スズメバチ等駆除について

2	 投票の際の本人確認の必要性について

3	 選挙ポスター掲示場のデジタル化について

7

杉 山 　 啓

1	 人口減少対策に関わる各種補助・助成事業について

2	 情報公開について

3	 人権教育について

8

宮 本 知 里
1	 地域の移動支援について

2	 市民への分かりやすい情報提供について
9

こちらからアクセス

次の定例会は６月に開かれます



4議会だより【令和８年５月】

市役所業務への生成ＡＩ活用について
　３年ほど前に個人的に初めて生成ＡＩを
使ってみた際、あまり有効性を感じなかった

が、最近、改めて使ってみて大変便利に使えることを
知った。現在、市として生成ＡＩを業務で活用してい
る例はあるか。

　令和６年度のトライアル利用を経て、令和
７年４月より本格的に導入し、現在は多くの

職員が、挨拶文の作成やプレゼン資料の作成、議事
録の要約、住民アンケート調査の結果分析など、多
岐にわたる業務に生成ＡＩを積極的に活用しており、
業務効率化と生産性向上に大きく寄与している。

　他の自治体では、ＡＩ案内ロボット、多言語
対応の声でやりとりする窓口案内、ＡＩ電話

対応、ホームページにＡＩチャットボットを設置する
など、様々な活用がされている。教育現場では 120
件の記述式レポートを 30 秒で分析完了した事例もあ
る。本市では生成ＡＩの今後の活用をどのように検討
しているか。

　生成ＡＩは業務効率化に大きく貢献する重
要なツールであると認識し、「八幡浜市ＤＸ推

進計画 2.0」でも活用を推進すると明記した。その
特性を踏まえて職員向けの研修会を計画的に実施し、
活用シーンのさらなる拡大を図り、職
員の業務効率化はもとより、市民サー
ビスの向上にもつなげていきたい。

　八幡浜市として、すぐに取り組む最重要の取
組は何か。
　市民サービス向上の取組として、市の公式
ホームページ内にＡＩのチャットボットを

導入する予定である。今まで市民の皆様から八幡浜
市のホームページは必要な情報にたどり着けないと
いった声が多く寄せられていた。そのため、このＡ
Ｉチャットボットを導入することで、必要な情報や
申請用紙の欄にスムーズにたどり着くことができ、
市民の利便性向上につながる。

　内部の業務改善も大事だが、市民サービス
の向上も非常に大事である。生成ＡＩは指示

のしかたで結果が大きく異なるため、自らが生成ＡＩ
を使い込み、業者の言いなりではなく、職員側からす
ばらしい提案が生まれてくるように期待する。

※ＡＩチャットボットとは、人が文字等で入力した質問に対し、
ＡＩ（人工知能）が自動で回答するプログラムのこと。

議員西 山 一 規

ＡＩ導入の最重要の取組は

ＡＩチャットボット※を導入する。

※イラストは生成ＡＩで作成したイメージ図です。

問

問

問

答

答

答

市

長

要望
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市長の政治姿勢について
　高市首相は、２月８日の衆院選挙前は「国論
を二分する大胆な改革に挑戦する」と語るも、

具体的中身は語らなかった。選挙で大勝した後に、憲法
９条の改正を行う環境づくりを急がせると言い出した。
　２月 28 日にイランと米イスラエルの戦闘が起き、
戦争が以前より迫ってきていると感じる。今、憲法改
正について、市長はどのように認識しているか。

　憲法は国の最高法規であり、その改正は国

民生活全般に関わる重要な国家的課題である。

憲法 99 条で、公務員は、憲法を尊重し擁護する義務

があると規定されている。一方、第９章には改正に

関する規定があり、憲法改正について論じること自

体は憲法の枠内で想定されている。私自身は、戦争

してはいけないとの強い思いがあるが、９条につい

ては、地方自治体の長として、国政における憲法改

正案の是非について、直接的な見解を表明すること

は差し控えたい。

再エネ発電事業と地域との共生について
　保内町から長浜へ抜ける国道を走行している
と、瞽女トンネル南側入口の上に、大規模太陽

光発電設備が見えてくる。市民から安全性を問う声が
あった。建設の経緯と認可、設置面積や発電量を伺う。

　令和元年９月に、事業者より県に「大規模

開発行為に関する指導要綱」に基づく事前協

議の申出があった。その後、当市への意見照会、地

元説明会等を経て、令和３年１月に県知事の同意を

得るなど、県の許認可と所定の手続きを経て進めら

れている。面積は、事前協議申出時の事業概要によ

ると、６万 5,900㎡、発電出力が 1,900kwとなって

いる。

　「八幡浜市における再生可能エネルギー発電事
業と地域との共生に関する条例」が令和２年４月

に施行されているが、この太陽光発電事業は対象外か。
　条例施行日より前に事業計画が作成された

と判断されるため、条例の対象外である。

　県の許可を得て建設していても、例えば、大
規模地震、集中豪雨等により、土砂崩れが起こ

る可能性はある。もし危険な状態になった場合、実際
に監督、指導する責任の所在はどこになるのか。また、
新たに増設や廃止をする場合は、市への届けは必要な
いのか。今後、市はどのように関わっていくつもりか
伺う。

　土砂崩れなど有事の際の責任については、
まず発電事業者が、周辺地域への影響を最小

限に抑え、安全を確保する第一次的責任を負うと認
識している。
　本市においても、条例に基づき、本事業が条例施
行日前の案件であっても、事業者が、災害を防止し、
生活環境、景観、自然環境に十分配慮できていない
と認められる場合は、関係機関と連携して指導にあ
たる。
　完成後の施設の変更や
廃止に関しては、新たに
市への届出を求めること
としている。

学校給食について
　物価高騰の中、市は給食費１食あたり 30 円
の補助を 60 円に増額すると発表。また令和８

年度から、小学校の給食費が無償化され、児童１人あ
たり月 5,200 円を国が支援することとなった。市は、
不足分１食約４円を補助するとのこと。保護者の負担
軽減となり喜ばれると思うが、中学校や幼稚園でも無
償化できないか。その場合の経費はどのくらいか。

　経費は中学校で約 4,100 万円、幼稚園で 120
万円程度。中学校や幼稚園の給食費がどうある

べきか、国の動向を注視しながら検討していきたい。

議員遠 藤　 綾
大規模太陽光パネルの安全性に、今後
市はどのように関わっていくのか

事業者が、災害を防止し、生活環境、景観、
自然環境に十分配慮できていないと認められ
る場合は、関係機関と連携して指導にあたる。

問
問

問

問

問

答

答

答

答

答

生
活
環
境
課
長
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令和８年度予算の事業について
　高齢者・障がい者（児）外出支援事業につ
いて、「令和８年度から助成額を増額し、高齢

者向けの対象要件のうち、世帯に関する要件を廃止す
る。」とあるが、増額となる金額と要件緩和による対
象人数について伺う。

　金額については、令和８年度から 4,800 円
増額し、年間１万 8,000 円に。世帯要件を撤

廃し、八幡浜市内に住所を有する 75 歳以上の高齢者
で、住民税所得割が非課税の方へ対象を拡大。同居
家族がおられる場合でも、御本人の住民税所得割が
非課税であれば対象となる。新たな制度の対象者は
約 6,300 人となる見込みである。

　本事業の周知方法は。

　対象となる見込みの方全員に対し、事業の案
内文書と申請書を個別に郵送する予定である。
　高齢者補聴器購入費助成事業について、令和
８年度から「難聴がある 65 歳以上の高齢者に

対し、補聴器購入費を助成する」とあるが、事業の概
要を伺う。

　身体障害者福祉法における聴力障害に該当
しない、65 歳以上の高齢者に対する補聴器購

入費助成事業で、聴力の程度が軽度難聴・中等度難
聴であり、指定医の意見により補聴器の使用が必要
と認められた方に対し、補聴器購入にかかる費用の
一部を３万円を上限に助成する事業である。申請者
には、地域包括支援センターが行う介護予防教室へ
の参加勧奨に同意の上、可能な限り介護予防活動に
取り組んでいただくことも要件に盛り込んでいる。

　御高齢の方が孤立することなく、積極的な
社会参加ができる環境整備を今後も取り組ん

でほしい。

災害時におけるトイレ環境の整備について
　ＮＰＯ法人日本トイレ研究所が東日本大震
災の被災地で行った調査によると、地震発生時

から何時間でトイレに行きたくなったのかという問い
に対して、70％近くの方が６時間以内と回答してい
る。また、阪神淡路大震災の被災地では、今必要なも
のの上位にトイレを挙げる声が多かったとのアンケー
ト結果もあり、災害発生時には、水や食料より先に災
害用トイレの設置が求められていることが分かった。
本年１月の行政視察では、熊本市にて、地震発生後の
上下水道の復旧作業の取組とともに、マンホールトイ
レの活用事例を御報告いただいた。市民からもその有
効性が広く認識されたことにより、その後の大幅な設
置目標の増加につながったことについても伺った。熊
本市におけるマンホールトイレの有効性の高さから、
八幡浜市においても、導入に向けた調査・研究を開始
すべきと考えるがどうか。

　本市では、今年度から令和 11 年までの５か
年で八幡浜市事前復興計画の策定を進めてい

る。災害発生時の早期復旧・復興に向けた協議を進め、
特に、マンホールトイレの設置を含むライフライン
の確保は、災害時の市民生活を支える上で不可欠で
あり、その準備について重点的に議論していきたい。
今後、南海トラフ巨大地震への備えとして、避難所
生活の充実、とりわけ災害時のトイレ環境の整備は
喫緊の課題と認識している。下水道課は、関係各課
と緊密に連携し、市民の皆様が
安心して生活できるトイレ
環境の確保に取り組んで
いきたい。

高齢者・障がい者（児）外出支援事業
の対象者拡大の周知方法は

対象となる見込みの方全員に対し、個別に
郵送する予定である。

議員佐々木加代子
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スズメバチ等駆除について
 　空き家の軒下や庭の植木に仮に蜂の巣がで
きた場合、発見が遅れると巨大化する可能性が

ある。八幡浜市におけ
る、①スズメバチ等駆
除の問い合わせの窓口
とその件数、②問い合
わせに対する対応、③
救急搬送件数、④スズ
メバチ等駆除に対する
補助金制度の有無と市
の方針について伺う。

　まず、スズメバチ等の駆除に関する問い合

わせは生活環境課が対応しており、例年 20 件

前後の相談が寄せられ、市民からの問い合わせに対

し、必要に応じて蜂の駆除を行っている市内の養蜂

業者２社を紹介している。また、市の道路や公共施

設等に蜂の巣が確認された場合は、それぞれの所管

課が、防護服を着用し、安全に配慮した上で駆除す

るほか、養蜂業者へ駆除を依頼するなどして対応し

ている。

　次に、蜂被害による救急搬送件数について、八幡

浜地区施設事務組合消防本部に確認したところ、令

和５年にスズメバチと思われる被害で１件の出動が

あったが、救急搬送には至っていない。続く令和６

年と令和７年には、ともにクマバチの被害によるも

のが１件ずつ発生し、救急搬送されている。

　スズメバチ等の駆除に関する補助や市の方針につ

いて。現在、スズメバチ等の駆除に関する補助金制

度を設けていない。本来、土地または建築物の管理

については、所有者の責任において行うものであり、

スズメバチ等の駆除についても、所有者や管理者に

よる対応が基本であると認識している。また、駆除

に要する費用については、巣の大きさや場所、高さ

によって変わってくる。中には、市外の業者にお願

いしたところ高額な料金を請求されたという事例も

聞いているが、本市が紹介している市内業者は、い

ずれも良心的な値段で対応していただいている。

　これらのことから、現時点で補助金制度を整備

する予定はないが、今後、市民の皆様が安心して

駆除依頼ができるよう、市が推奨する市内業者の

情報を市ホームページ等に掲載するなど、周知に

努めていく。

　近隣では宇和島市が補助も行っている。宇
和島市のホームページには補助金の対象やＱ

＆Ａ等もあるので、それらも参考にしていただきたい。

投票の際の本人確認の必要性について
　対面による口頭での本人確認だけでなく、免
許証、マイナンバーカード、保険証等の提示、

また、所持なしの場合は署名など求めてもいいのでは。
　今後も投票所での本人確認の際に身分証明
証の提示を厳密に求める予定はないが、引き

続き、住所、氏名などの丁寧な聞き取りや、確実な
選挙人名簿との対照を徹底することにより、なりす
まし投票などの不正防止と有権者にとっての投票の
しやすさの両面を図りたいと考えている。

選挙ポスター掲示場のデジタル化について
　西条市が作成しているグーグルマップの機
能を利用したポスター掲示場の位置表示が非

常に使いやすく便利だった。八幡浜市でも導入を検討
していただきたい。

　西条市が取り入れているグーグルマップを
活用した位置情報のデジタル化については、

有権者や候補者等の利便性の向上につながるものと
思うので、導入に向け、他の自治体の事例も参考に
しながら検討していきたいと考えている。

スズメバチ等駆除に対する補助金制度
の有無と市の方針について

現時点で補助金制度を整備する予定はないが、
今後、市が推奨する市内業者の情報を市ホーム
ページ等に掲載するなど、周知に努めていく。

議員鎌 田　 浩
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人口減少対策に関わる各種補助・助成
事業について

　費用補助型と定額給付型の違いや公金支出
の公平性についてどのような見解を有し、事業

の実施を検討しているのか。
　定額給付型は条件に該当すれば比較的申請

が容易で、より多くの方に活用していただき

やすい。費用補助型は補助目的を明確に定め、実費

に応じた適正な公金支出が可能である。どちらにし

ても公平性の確保は最も重要である。実施にあたっ

ては県が事業費の２分の１を負担する「えひめ人口

減少対策総合交付金」の対象事業であることも判断

要因の一つとしている。

　人口減少対策としての効果は、補助・助成事
業の対象者に該当し、利用を検討しうる人数の

多い施策ほど高くなるものと考える。豊後高田市のよ
うに定額給付型事業を拡大する意向はないか。

　先進地の事例等も参考としながら、効果が高
いと判断した場合には柔軟に対応していきたい。

情報公開について
　上下水道使用料について検討の過程が市民
に伝わらず、十分な合意を得られないまま改定

が決まってしまうことを危惧している。上下水道使用
料等検討委員会の委員名簿や議事の内容を本市ｗｅｂ
サイトに掲載していないのはなぜか。

　検討委員会の全ての会議で報道機関の傍聴
を認めていたが、途中段階での議論が無用な

誤解を招く懸念もあり、最終的な意見集約である報
告について外部へお知らせすることとした。

　八幡浜市ＤＸ推進計画では「『住民との対話』
から住民本位のスタートをする」ことが基本原

則の一つとされている。住民との対話の前提となる行
政からの情報公開はどのように進めていくのか。

　情報公開は開かれた市政の基本であり、情
報公開の一層の推進は重要な課題である。市

の方針に直接関わる会議については、開催案内や会
議録などの公表も今まで以上に充実したものとなる
ように前向きに考えたい。市が任意で設置する協議
会などについては、委員への畏縮効果が生じる懸念
や過度な事務負担の増大の恐れがあり、検討に時間
を頂きたい。

人権教育について
　私たちは誰もが、社会生活を営む上で人権に
一定程度の制約を受けているが、子供はとりわ

け制約を大きく受けやすい属性である。小・中学校で
行われている人権教育の中で、法律や校則、家庭内ルー
ルなど、自らの人権に課せられる制約に目を向け、そ
の妥当性を問うような機会は設けられているか。

　校則の見直しを行っていく中で、児童・生
徒の規範意識の醸成、自他の人権意識の向上

を図っていく必要があると考える。八幡浜中学校の
学校運営協議会では生徒を入れて校則について話し
合った。生徒が校則の見直しを自分の人権の問題と
捉えられているかどうかは、一概には言えない。

　「小・中高校・校外生活　共通のきまり」は
行政が「きまり」と題して課す制約としては過

剰であるように思う。内容は妥当か。
　子供の規範意識を育み、犯罪に巻き込まれ
ない力を身につける上で、

一定の意義と妥当性を有
すると考える。児童・
生徒の主体性や自らの人
権を尊重する新たな視点、
学校現場の負担にも配慮
しつつ、社会情勢の変化
に即したものとなるよう
努める。

小・中学校で行われている人権教育の中で、自ら
の人権に課せられる制約に目を向け、その妥当性
を問うような機会は設けられているか

生徒が校則の見直しを自分の人権の問題と
捉えられているかどうかは、一概には言え
ない。

議員杉 山　 啓
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地域の移動支援について
　白浜地区中心に「お出かけ」需要を調査した。
調査結果を、今後の地域公共交通施策にどのよ

うに反映させていく必要があるとお考えか。
　本市の公共交通は、既存事業者と共存しなが

ら持続可能な仕組みとする必要がある。現在、

地域公共交通会議において利便性向上に向けた見直し

を進めており、今回の調査で示されたお出かけ意欲の

低下も重要な視点と認識している。今後はハード整備

に加え、外出意欲を高めるソフト施策にも取り組んで

いく。

　柔軟に運行できる区域運行型交通やオンデ
マンド型交通について、既存事業者との協議や

検討が行われてきたのか伺う。
　新たな交通サービスについては導入協議の実
績はなく、既存事業者への影響を踏まえ慎重に

検討しつつ、今後は調査研究を進めていく考えである。
　国の補助制度を積極的に活用し、持続可能
な公共交通の構築に取り組むべきである。外

出機会の増加は既存事業者の利用拡大にもつながるも
のであり、事業者減少の現状を踏まえ、早期の検討を
求める。

　高齢者の孤立や、働く世代の介護不安につい
ての現状認識を伺う。
　調査により高齢者の約６割が地域での役割
を持たず、単身世帯も増加していることを把握

している。働く世代からは、離れて暮らす親の安否や
認知症への不安に関する相談もあり、介護に関する情
報や学びの機会を求める声が多いと認識している。

　働く世代に向けた介護予防や介護保険制度
に関するセミナー・勉強会の実施状況と、今後

の充実について伺う。
　これまで認知症サポーター養成講座を実施
してきたが、平日開催では働く世代の参加が難

しい課題がある。今後は休日開催や認定子ども園等を

通じた啓発など工夫し、参加しやすい環境づくりを進
めるとともに、調査結果を踏まえ施策の充実に努めて
いく。

市民への分かりやすい情報提供について
　行政ＤＸの進展により来庁せずに手続がで
きる環境が整いつつある中、本市においてどの

ような行政手続が可能となっているのか伺う。
　主な取組として３点ある。
　①コンビニ交付で、マイナンバーカードによ

り各種証明書を取得できる。
　②電子申請システムで、各種申請や届出をオンライ
ンで（自宅などから）行うことが
できる。
　③施設利用予約システムで、空
き状況の確認から予約・支払いま
でインターネットで完結できる。

　来庁者にとっても便利で分かりやすい窓口
づくりの取組について伺う。
　主な取組として３点ある。
　①窓口受付システムの導入で、申請書記載の

簡略化や手続時間の短縮を図っている。
　②キャッシュレス決済・セミセルフレジの導入で、
支払いの迅速化と利便性向上を実現している。
　③口座振替受付システムの導入で、金融機関に行か
ずに市役所で手続が完結できるようになっている。

　市民が来庁した際に必要な情報を直感的に
把握できる環境づくりとして、庁舎入口への

デジタルサイネージ（行政情報や案内をリアルタイム
で発信できる設備）の設置を検討すべきである。これ
は利便性向上に加え、本市の行政ＤＸ推進の姿勢を示
すものでもある。大きな改革でなくとも、まずは一歩
が重要である。人・物・金・情報の４つの経営資源を
活用し、分かりやすい情報発信を通じて、市民の利便
性向上につなげていくべきである。　

「お出かけ」調査結果に基づき「もっと出かけたい」
という声がある中で、その思いに対し現在の交通
施策は十分に応えられているとお考えか

「もっと出かけたい」という声が半数以上ある中、
既存の交通体系だけでは十分に応えられておらず、
運行面の課題も踏まえ、今後は地域・事業者・行政
が連携して取り組む必要があると認識している。

議員宮 本 知 里
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移
住
定
住
の
取
組
に
つ
い
て

　

豊
後
高
田
市
は
人
口
減
少
幅
が
縮
小
し
、

大
分
県
下
で
唯
一
、
12
年
連
続
社
会
増
を
達

成
、
県
外
か
ら
の
転
入
者
の
多
さ
に
加
え
て
、

女
性
が
転
入
超
過
と
な
っ
て
い
る
点
に
注
目

し
た
。

　

移
住
定
住
施
策
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
層
は
子
育

て
世
代
で
、
メ
デ
ィ
ア
か
ら
の
取
材
も
多
く

あ
り
、
費
用
を
か
け
ず
に
Ｐ
Ｒ
が
行
わ
れ
て

い
る
。

　

移
住
希
望
者
に
は
、
子
育
て
世
帯
や
49
歳

以
下
の
女
性
等
に
対
す
る
引
っ
越
し
支
援
及

び
住
宅
建
築
用
の
土
地
の
無
償
提
供
等
の
住

ま
い
支
援
が
充
実
し
て
い
る
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全
国
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
子
育
て
支
援
と
し

て
、
０
歳
～
中
学
生
の
給
食
費
無
料
化
、
高

校
生
に
対
す
る
昼
食
無
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提
供
、
保
育
料
・

幼
稚
園
授
業
料
の
無
料
化
、
小
中
高
校
入
学

祝
い
金
、
妊
産
婦
医
療
費
無
料
化
、
最
大

２
０
０
万
円
の
子
育
て
応
援
誕
生
祝
い
金
な

ど
を
実
施
。
教
育
面
で
は
県
内
ト
ッ
プ
レ
ベ

ル
の
学
力
を
支
え
る
無
料
の
市
営
塾
な
ど
、

学
習
指
導
も
手
厚
い
。

　

こ
れ
ら
の
手
厚

い
支
援
は
、
ふ
る

さ
と
納
税
を
財
源

と
し
、
市
長
の
意

向
で
子
育
て
支
援

に
全
額
充
て
ら
れ

て
い
る
。

　

豊
後
高
田
市
の

「
こ
の
町
に
住
ん
で

み
た
い
」
と
思
わ

せ
る
施
策
は
、
八

幡
浜
市
の
今
後
の
移
住
定
住
施
策
の
展
開
に

お
い
て
大
変
参
考
と
な
っ
た
。

熊
本
地
震
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ら
の
上
下
水
道
の

復
旧
に
つ
い
て

　

熊
本
市
の
水
道
水
源
は
１
０
０
％
地
下
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で
、
約
１
０
０
年
の
歴
史
が
あ
る
。

　

平
成
28
年
の
熊
本
地
震
で
は
、
全
て
の

取
水
井
の
配
水
停
止
、
基
幹
管
路
の
被
害

に
よ
り
全
戸
が
断
水
。
発
災
か
ら
復
旧
完

了
ま
で
に
約
４
年
間
、
上
下
水
道
合
計
で
約

１
１
０
億
円
を
要
し
た
。

　

熊
本
市
で
は
地
震
の
教
訓
を
活
か
し
、
応

急
給
水
体
制
を
強
化
。
大
型
給
水
車
の
配
備

や
貯
水
機
能
つ
き
給
水
管
の
整
備
な
ど
が
行

わ
れ
た
。

　

特
に
注
目
し
た
の
が
マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ

の
整
備
で
あ
る
。
発
災
前
か
ら
市
内
４
校
に

20
基
の
マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ
を
整
備
し
て
い

た
と
こ
ろ
、
発
災
時
に
利
用
者
か
ら
も
好
評

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
初
計
画
を
大
幅
に

見
直
し
、
小
学
校
や
防
災
拠
点
も
対
象
に
含

め
、
令
和
６
年
ま
で
に
４
４
０
基
の
整
備
が

完
了
し
た
。

　

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
を
受
け
、
熊
本

市
は
令
和
７
年
３
月
に
上
下
水
道
耐
震
化

計
画
を
策
定
し
、
令
和
７
年
度
か
ら
令
和
11

年
度
に
か
け
て
耐
震
化
を
推
進
す
る
。
二
度

に
わ
た
る
大
地
震
の
経
験
か
ら
、
熊
本
地
震

で
の
課
題
や
教
訓
を
全
国
へ
発
信
す
る
と

と
も
に
、
震
災
体
験
の
風
化
防
止
に
も
努
め

て
い
る
。

　

今
回
の
視
察
で
、
災
害
時
の
事
前
準
備

と
対
応
の
重
要
性
を
深
く
学
び
、
八
幡
浜

市
の
防
災
施
策
に
活
か
し
、
市
民
の
安
心

安
全
に
繋
が
る
提
案
を
し
て
い
き
た
い
と

決
意
し
た
。

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
複
合
施
設

「
Ｔｅ
Ｔｏ
Ｔｅ
」

　

本
施
設
は
、
多
様
化
す
る
子
育
て
ニ
ー
ズ

に
対
応
す
る
た
め
、
駅
前
の
利
便
性
が
高
い

立
地
に
機
能
を
一
極
集
中
さ
せ
た
基
幹
施
設

で
あ
る
。
令
和
６
年
に
開
設
さ
れ
、
月
間
約

1
．5
万
人
の
利
用
が
あ
り
、
市
の
子
育
て

支
援
拠
点
と
な
っ
て
い
る
。

　

運
営
は
市
の
直
営
で
、
障
害
者
雇
用
を
推

進
し
て
い
る
。
障
害
の
あ
る
方
を
会
計
年
度

任
用
職
員
と
し
て
直
接
雇
用
し
、
外
部
委
託

費
抑
制
や
業
務
効
率
化
、
人
件
費
削
減
を
実

現
し
て
い
る
。

　

施
設
の
主
な
機
能
と
し
て
、
中
高
生
の
第

三
の
居
場
所
を
コ
ン
セ
プ
ト
と
す
る
「
中

高
生
の
広
場
」、
約
５
０
０
０
冊
を
所
蔵
し
、

未
就
学
児
か
ら
中
学
生
を
対
象
と
し
た
「
本

の
広
場
」、
柏
駅
周
辺
の
保
育
所
不
足
に
対

応
す
る
た
め
の
「
送
迎
保
育
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
」、
妊
娠
子
育
て
相
談
窓
口
、
発
達
相
談

窓
口
、
屋
内
公
園
型
の
「
遊
び
の
広
場
」、

手
厚
い
乳
児
一
時
預
か
り
機
能
も
備
え
て
い

る
。各
階
は
イ
メ
ー

ジ
カ
ラ
ー
で
統
一

さ
れ
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

を
活
用
し
た
予
約

や
入
退
室
管
理
な

ど
Ｄ
Ｘ
化
も
進
む
。

　

視
察
を
通
じ
、

機
能
の
集
約
と
、

社
会
変
化
に
柔
軟

に
対
応
で
き
る
施

設
の
余
力
を
持
た

せ
た
設
計
の
重
要

性
を
感
じ
た
。
自
治
体
規
模
は
異
な
る
が
、

本
市
の
施
設
展
開
に
大
変
参
考
と
な
る
視
察

で
あ
っ
た
。

す
み
だ
保
健
子
育
て

総
合
セ
ン
タ
ー
「
す
み
ほ
こ
」

　

本
施
設
は
、
老
朽
化
し
た
２
つ
の
保
健
セ

ン
タ
ー
を
統
合
し
、
保
健
・
子
育
て
支
援
・

教
育
の
三
機
能
を
一
元
化
す
る
た
め
、
令
和

６
年
11
月
に
開
設
さ
れ
た
。
コ
ン
セ
プ
ト
は

「
つ
な
ぐ
・
つ
な
が
る
」
で
、
妊
娠
出
産
期

か
ら
学
童
期
ま
で
の
切
れ
目
な
い
支
援
を
目

指
す
。

　

１
階
は
乳
幼
児
健
診
エ
リ
ア
と
区
民
ラ
ウ

ン
ジ
、
２
階
は
保
健
所
、
３
階
は
教
育
セ
ン

タ
ー
と
不
登
校
児
童
生
徒
の
た
め
の
ス
テ
ッ

プ
学
級
、
４
階
は
子
育
て
支
援
総
合
セ
ン

タ
ー
と
児
童
相
談
所
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス

が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

　

職
員
の
働
き
方
に
は
※
Ａ
Ｂ
Ｗ
を
導
入

し
、
フ
リ
ー
ア
ド
レ
ス
、
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
、

ク
リ
ア
デ
ス
ク
を
徹
底
。
こ
れ
に
よ
り
部
署

間
の
壁
を
な
く
し
、
多
職
種
連
携
を
促
進
し

て
い
る
。

　

複
合
化
に
よ
り
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
の
利

便
性
向
上
、
５
歳
児
健
康
相
談
で
の
多
職
種

連
携
に
よ
る
就
学
支
援
、
災
害
時
の
物
資
拠

点
活
用
な
ど
、
相
乗
効
果
が
生
ま
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
単
な
る
機
能
集
約
に
留
ま
ら
ず
、

Ａ
Ｂ
Ｗ
を
通
じ
た
職
員
の
意
識
改
革
と
組
織

の
壁
打
破
、
包
括
的
支
援
を
提
供
す
る
先
進

事
例
で
あ
る
。
利
用
者
満
足
度
も
高
く
、
本

市
の
施
設
展
開
や
働
き
方
改
革
に
大
い
に
参

考
と
な
る
視
察
で
あ
っ
た
。

※A
ctivity Based W

orking

の
略
。
業
務
内
容
な

ど
に
合
わ
せ
て
、
場
所
や
時
間
を
自
由
に
選
択
す

る
働
き
方
の
こ
と
。

大
分
県
豊
後
高
田
市

熊
本
県
熊
本
市

千
葉
県
柏
市

東
京
都
墨
田
区

総
務
産
業
委
員
会 

行
政
視
察
報
告

副
委
員
長

佐
々
木
加
代
子

民
生
文
教
委
員
会 

行
政
視
察
報
告

副
委
員
長

西
山
一
規
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八
幡
浜
市
都
市
計
画
税
条
例
を

廃
止
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

都
市
計
画
税
は
、
代
替
財
源
の
確
保
が

困
難
で
あ
る
等
の
理
由
に
よ
り
、
合
併
当

初
の
ま
ま
旧
八
幡
浜
市
の
み
に
課
税
さ
れ

て
い
る
。

　

一
方
、
固
定
資
産
税
は
、
旧
八
幡
浜
市
に

お
い
て
も
令
和
９
年
度
か
ら
国
土
調
査
後
の

新
地
積
で
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
土
地

に
係
る
固
定
資
産
税
額
が
大
き
く
増
加
す
る

納
税
者
が
相
当
数
見
込
ま
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
納
税
者
の
負
担
軽
減
を
図
る
観

点
か
ら
令
和
９
年
度
か
ら
都
市
計
画
税
を
廃

止
す
る
と
と
も
に
、
説
明
の
た
め
、
令
和
８

年
度
の
な
る
べ
く
早
期
に
戸
別
訪
問
を
行
い

た
い
。　

都
市
計
画
税
を
廃
止
す
る
と
、
固

定
資
産
税
の
新
地
積
課
税
を
行
っ
て

も
約
４
０
０
０
万
円
の
減
収
と
な
る
。
減
収

分
の
補
填
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

　

現
在
、
ふ
る
さ
と
納
税
が
非
常
に

堅
調
で
あ
り
、
減
収
分
を
補
填
で
き

る
見
込
み
で
あ
る
。

　
戸
別
訪
問
を
行
う
判
断
に
至
っ
た

経
緯
、
ま
た
ど
う
い
っ
た
方
法
で
行

う
の
か
。

　

令
和
９
年
度
か
ら
の
新
地
積
課
税

に
よ
り
税
額
が
大
幅
に
増
加
す
る
納

税
者
の
う
ち
、
増
加
額
が
大
き
い
納
税
者
に

対
し
、
事
前
の
説
明
が
必
要
と
判
断
し
た
た

め
で
あ
る
。

　

戸
別
訪
問
の
対
象
者
は
、
10
万
円
以
上
の

増
額
と
い
っ
た
負
担
が
大
き
く
増
す
納
税
者

を
検
討
し
て
い
る
。

　

現
在
も
、
翌
年
度
か
ら
増
額
に
な
る
納
税

者
に
は
文
書
に
よ
る
通
知
を
行
う
な
ど
対
応

を
行
っ
て
い
る
が
、
令
和
９
年
度
は
増
額
と

な
る
納
税
者
が
約
２
９
０
０
人
お
り
、
全
員

に
対
し
て
戸
別
訪
問
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
た
め
、
納
税
者
の
混
乱
を
招
か
な
い
よ
う

対
応
し
た
い
。

八
幡
浜
市
過
疎
地
域
持
続
的
発

展
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

　
計
画
に
あ
る
少
子
化
へ
の
対
応
に

つ
い
て
、
今
後
の
市
の
対
策
を
伺
う
。

　

現
在
の
国
の
少
子
化
対
策
は
、
子

育
て
世
帯
へ
の
経
済
的
支
援
に
重
点

が
置
か
れ
て
い
る
が
、
出
生
数
増
加
に
は
婚

姻
数
の
増
加
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

　

令
和
２
年
に
お
け
る
国
全
体
の
50
歳
時
未

婚
率
は
、30
年
前
と
比
べ
て
男
性
は
約
５
倍
、

女
性
は
約
４
倍
と
大
幅
に
上
昇
す
る
一
方
、

※
完
結
出
生
児
数
は
令
和
３
年
時
点
で
１
．

９
０
人
と
大
き
な
変
化
が
な
く
、
少
子
化
の

大
き
な
要
因
は
未
婚
者
の
増
加
に
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
る
。

　

結
婚
は
個
人
の
自
由
で
あ
る
が
、
出
会
い

の
機
会
に
恵
ま
れ
な
い
方
や
経
済
的
理
由
で

結
婚
に
踏
み
切
れ
な
い
方
が
一
定
数
存
在
す

る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
市
と
し
て
結
婚
を
望

む
方
々
へ
の
支
援
策
を
検
討
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

※
結
婚
持
続
期
間
が
15
年
か
ら
19
年
夫
婦
の
平
均
出

生
子
供
数
。

八
幡
浜
市
立
学
校
体
育
施
設
使

用
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
本
改
正
に
グ
ラ
ウ
ン
ド
使
用
料
が

含
ま
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
ま
た
、

改
正
後
の
体
育
館
使
用
料
に
照
明
使
用
料
は

含
ま
れ
な
い
の
か
。

　

今
回
の
条
例
改
正
は
、
体
育
館
の

照
明
設
備
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
が
進
ん
だ
こ

と
に
伴
う
使
用
料
の
改
正
で
あ
り
、
グ
ラ
ウ

ン
ド
は
照
明
設
備
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
が
進
ん
で
い

な
い
た
め
対
象
外
と
し
た
。

　

改
正
前
の
「
体
育
館
照
明
施
設
使
用
料
」

は
照
明
設
備
の
消
費
電
力
量
に
基
づ
い
て
定

め
て
い
た
が
、
照
明
設
備
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
に
よ
り

電
気
代
が
大
幅
に
減
少
す
る
た
め
、
従
来
ど

お
り
の
料
金
設
定
で
は
体
育
館
の
維
持
管
理

費
を
賄
え
な
い
と
判
断
し
た
。
そ
こ
で
、
使

用
料
の
名
称
を「
体
育
館
照
明
施
設
使
用
料
」

か
ら
「
体
育
館
使
用
料
」
に
変
更
し
、
体
育

館
の
維
持
管
理
費
用
に
充
て
る
目
的
を
明
確

化
し
た
。

　

ま
た
、
利
用
者
に
と
っ
て
分
か
り
や
す
い

料
金
設
定
を
行
っ
た
。

八
幡
浜
市
通
学
費
補
助
金
交
付

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

　
八
幡
浜
南
小
学
校
内
に
お
け
る
ス

ク
ー
ル
バ
ス
の
運
行
計
画
に
つ
い
て

伺
う
。　

八
幡
浜
警
察
署
と
の
協
議
の
結

果
、
交
通
量
が
多
く
危
険
な
県
道
で

の
乗
り
降
り
を
避
け
る
た
め
に
、
校
内
ロ
ー

タ
リ
ー
方
式
を
採
用
し
た
。
校
内
の
バ
ス
運

行
経
路
は
、
王
子
の
森
公
園
側
の
門
か
ら
入

り
、双
岩
側
の
門
か
ら
出
る
一
方
通
行
と
し
、

衝
突
事
故
防
止
と
安
全
な
運
行
を
図
る
。

八
幡
浜
市
コ
ス
モ
ス
共
同
作
業

所
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

　
コ
ス
モ
ス
共
同
作
業
所
跡
地
の
利

用
予
定
に
つ
い
て
伺
う
。

　

建
物
の
最
終
的
な
活
用
方
法
は
市

全
体
で
検
討
す
る
が
、
社
会
福
祉
課

と
し
て
は
、
災
害
時
に
要
配
慮
者
が
身
を
寄

問

問

問問

答

答

答答

問問 答答 総
務
産
業
委
員
長
報
告

委
員
長

平

野

良

哉

民
生
文
教
委
員
長
報
告

委
員
長

攝

津

眞

澄



　

編  

集  

後  

記

　

３
月
定
例
会
で
は
、
令
和
８
年

度
予
算
を
は
じ
め
、
市
民
生
活
に

関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
議
案
に
つ
い

て
審
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
回

は
６
名
の
議
員
が
一
般
質
問
に
立

ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
地
域

の
課
題
や
市
民
の
声
を
も
と
に
議

論
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。
多
様
な
視

点
か
ら
意
見
が
出
さ
れ
る
こ
と
は
、

市
政
を
よ
り
良
い
方
向
へ
進
め
て

い
く
た
め
に
大
切
な
こ
と
だ
と
感

じ
て
お
り
ま
す
。

　

議
会
は
、
市
民
の
皆
さ
ま
の
声

を
市
政
へ
届
け
る
大
切
な
場
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
、
皆
さ
ま
に
と
っ
て

身
近
で
分
か
り
や
す
く
、
気
軽
に

関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
議
会

を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ミ
カ
ン
の
花
咲
く
季
節
と
な
り

ま
し
た
。
ど
う
ぞ
お
身
体
を
大
切

に
、
穏
や
か
な
日
々
を
お
過
ご
し

く
だ
さ
い
。

宮 

本　

知 

里

  《
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会
》

八
幡
浜
市
議
会
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せ
る
市
内
６
か
所
の
指
定
福
祉
避
難
所
の
運

営
に
必
要
な
物
資
の
保
管
倉
庫
と
し
て
の
活

用
を
検
討
し
て
い
る
。

　
市
内
在
住
の
障
害
の
あ
る
方
の
中

に
は
、
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
施
設
が

な
い
た
め
、
市
外
の
施
設
を
利
用
し
て
い
る

ケ
ー
ス
が
多
い
と
聞
く
。
今
後
、
市
と
し
て

ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
て
い
く
の
か
。

　

令
和
８
年
度
に
次
期
障
害
者
福
祉

計
画
の
策
定
を
予
定
し
て
お
り
、
そ

の
中
で
検
討
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

家
具
等
固
定
加
速
化
事
業
補
助

金
に
つ
い
て

　
本
事
業
の
予
算
が
減
額
さ
れ
て
い

る
の
は
、
利
用
者
が
少
な
か
っ
た
た

め
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。

　
特
に
高
齢
者
世
帯
に
お
い
て
は
、
自
身
で

家
具
固
定
具
を
探
し
、
設
置
す
る
こ
と
が
難

し
い
現
状
が
あ
り
、
若
い
世
代
に
お
い
て
も

関
心
が
薄
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　
市
か
ら
の
広
報
も
継
続
性
に
欠
け
て
い
る

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
事
業
の
利

用
促
進
に
向
け
て
、
特
に
高
齢
者
世
帯
へ
の

広
報
に
努
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

能
登
半
島
地
震
を
受
け
て
家
具
固

定
の
重
要
性
を
認
識
し
、
高
い
補
助

率
を
設
定
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
利
用

者
が
少
な
か
っ
た
こ
と
は
周
知
方
法
等
に
課

題
が
あ
っ
た
も
の
と
反
省
し
て
い
る
。

　

高
齢
者
の
方
が
自
身
で
設
置
す
る
こ
と
が

難
し
い
点
や
、
広
報
の
継
続
性
が
不
足
し
て

い
た
点
が
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
と
認
識
し

て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
要
因
を
踏
ま
え
、
今
後
は
設
置

費
用
も
補
助
対
象
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
周

知
す
る
と
と
も
に
、
市
民
が
家
具
固
定
の
重

要
性
を
認
識
し
、
本
事
業
に
取
り
組
め
る
よ

う
、
広
報
手
段
も
含
め
、
よ
り
利
用
し
や
す

い
方
法
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

奨
学
金
返
還
支
援
補
助
金
に
つ

い
て　

本
事
業
の
利
用
者
数
及
び
広
報
活

動
に
つ
い
て
伺
う
。

　

令
和
７
年
度
実
績
で
７
名
で

あ
る
。

　

広
報
媒
体
と
し
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
の
周
知
に
加
え
、
昨
年
度
は
各
事
業
所
へ

直
接
チ
ラ
シ
を
配
布
し
、
対
象
者
へ
の
周
知

協
力
を
依
頼
し
た
。
ま
た
、
広
報
誌
に
折
り

込
み
全
戸
配
布
し
た
、
人
口
減
少
・
少
子
化

対
策
事
業
を
紹
介
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
も

本
事
業
の
内
容
を
掲
載
し
て
い
る
。

　

事
業
の
情
報
が
対
象
と
な
る

方
々
や
御
本
人
に
確
実
に
届
く
こ

と
が
一
番
大
切
で
あ
る
。
情
報
周
知
の
さ
ら

な
る
徹
底
と
、
本
事
業
が
最
大
１
０
０
万
円

の
補
助
を
行
う
こ
と
を
チ
ラ
シ
へ
よ
り
分
か

り
や
す
く
表
示
い
た
だ
き
た
い
。

健
康
ポ
イ
ン
ト
事
業
に
つ
い
て

　
本
事
業
は
経
費
を
か
け
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
利
用
さ

れ
て
い
な
い
実
態
が
あ
る
。
保
健
セ
ン
タ
ー

の
事
業
と
別
に
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
市
が
進

め
る
デ
ジ
タ
ル
通
貨
と
の
連
携
を
み
て
も
、

事
業
内
容
に
メ
リ
ッ
ト
や
魅
力
が
な
い
こ
と

が
大
き
な
原
因
だ
と
考
え
る
。
特
定
健
診
受

診
率
を
増
や
す
た
め
に
も
、
事
業
を
見
直
す

べ
き
で
は
な
い
か
。

　

国
民
健
康
保
険
独
自
の
健
康
ポ

イ
ン
ト
事
業
は
今
年
度
末
で
終
了

す
る
。

　

令
和
８
年
度
か
ら
は
保
健
セ
ン
タ
ー
が
実

施
し
て
い
る「
ｋ
ｅ
ｎ
ｃ
ｏ
ｍ（
ケ
ン
コ
ム
）」

ア
プ
リ
を
利
用
す
る
ポ
イ
ン
ト
事
業
に
統
合

す
る
予
定
で
あ
る
。
ケ
ン
コ
ム
ア
プ
リ
も
、

今
後
の
継
続
に
つ
い
て
未
定
な
部
分
も
あ
る

た
め
、
健
康
ポ
イ
ン
ト
事
業
の
在
り
方
に
つ

い
て
、
議
員
か
ら
の
提
案
も
参
考
と
し
、
検

討
し
て
い
き
た
い
。
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